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目

次

訓

令

○
青
森
県
市
町
村
発
・
元
気
な
あ
お
も
り
づ
く
り
支
援
事
業
費
補
助
金

の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

市

町

村

振

興

課)

…

�

告

示

○
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施

(

商
工
政
策
課)

…

�

○
船
舶
の
放
置
等
を
禁
止
す
る
区
域
等
の
指
定

(

港
湾
空
港
課)

…

�

○
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
の
要
領

(

同

)

…

�

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
売
り
さ
ば
き
場
所
の
変
更

(
出

納

課)

…

�

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

(

上
北
地
域

県

民

局)
…

�

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

(

同

)
…

�

教
育
委
員
会

○
県
文
化
財
の
指
定

(

文

化

財

保

護

課)

…

�

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(

地
域
手
当)

等
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

職

員

課)

…

�

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
市
町
村
発
・
元
気
な
あ
お
も
り
づ
く
り
支
援
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地

域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
市
町
村
発
・
元
気
な
あ
お
も
り
づ
く
り
支
援
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務

の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
市
町
村
発
・
元
気
な
あ
お
も
り
づ
く
り
支
援
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地

域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
九
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
三
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

平
成
十
九
年
度
青
森
県
市
町
村
発
・
元
気
な
あ
お
も
り
づ
く
り
支
援
事
業
費
補
助
金

交
付
要
綱

(

平
成
十
九
年
四
月
十
二
日
制
定)

に
基
づ
く
補
助
金
に
係
る
青
森
県
補
助
金
等
の
交
付

に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
五
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

及
び
同
要
綱
の
施
行
に
関
す
る｣

を

｢

次
に
掲
げ
る｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

平
成
十
九
年
度
青
森
県
市
町
村
発
・
元
気
な
あ
お
も
り
づ
く
り
支
援
事
業
費
補
助
金
交
付
要

綱

(

平
成
十
九
年
四
月
十
二
日
制
定)

に
基
づ
く
補
助
金
に
係
る
青
森
県
補
助
金
等
の
交
付
に

関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
五
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

及
び
同
要
綱
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

二

平
成
二
十
年
度
青
森
県
市
町
村
発
・
元
気
な
あ
お
も
り
づ
く
り
支
援
事
業
費
補
助
金
交
付
要

綱

(
平
成
二
十
年
四
月
十
一
日
制
定)

に
基
づ
く
補
助
金
に
係
る
青
森
県
補
助
金
等
の
交
付
に

関
す
る
規
則
及
び
同
要
綱
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

計
量
法

(

平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号)

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定

計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成20年４月25日 金曜日 第2925号 �

実

施

期

日

実

施

場

所

検
査
対

象
区
域

平
成
二
十
年

午
前
十
時
か
ら

五
月
二
十
七
日

正
午
ま
で

中
央
公
民
館

大
鰐
町

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら

五
月
二
十
八
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
後
一
時
か
ら

五
月
二
十
九
日

午
後
三
時
ま
で

平
川
市
碇
ヶ
関
総
合
支
所

午
前
十
時
か
ら

六
月
二
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

津
軽
尾
上
農
業
共
同
組
合
東
支
所

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

〃

西
支
所

午
前
十
時
か
ら

六
月
三
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

平
川
市
尾
上
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

午
前
十
時
か
ら

六
月
四
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

平
川
市
葛
川
支
所

午
前
十
時
か
ら

六
月
五
日

正
午
ま
で

平
川
市

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

平
川
市
役
所

(

本
庁
舎)

前

午
前
十
時
か
ら

六
月
六
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら

六
月
九
日

正
午
ま
で

常
盤
除
雪
セ
ン
タ
ー

藤
崎
町

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら

六
月
十
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら

六
月
十
一
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
藤
崎

支
店

午
前
十
時
か
ら

六
月
十
二
日

正
午
ま
で

藤
崎
町
役
場
前

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら

六
月
十
三
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら

六
月
十
七
日

正
午
ま
で

津
軽
み
な
み
農
業
協
同
組
合
光
田

寺
支
所

田
舎
館

村

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

〃

西
支

所

午
前
十
時
か
ら

六
月
十
八
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

村
民
体
育
館

午
前
十
一
時
か
ら

六
月
二
十
三
日

正
午
ま
で

十
和
田
お
い
ら
せ
農
業
協
同
組
合

� �
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午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

大
深
内
支
店

十
和
田

市

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

六
月
二
十
四
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

〃切
田
経
済
セ
ン
タ
ー

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

〃四
和
経
済
セ
ン
タ
ー
二
十
九
号
倉

庫

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

六
月
二
十
五
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

〃藤
坂
支
店

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

六
月
二
十
六
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

〃深
持
経
済
セ
ン
タ
ー

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

〃切
田
経
済
セ
ン
タ
ー

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

六
月
二
十
七
日

午
前
十
時
三
十
分
ま
で

沢
田
悠
学
館

午
前
十
一
時
か
ら

〃

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

八
甲
田
農
業
協
同
組
合
十
和
田
湖

支
店

午
前
十
時
か
ら

七
月
一
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

毘
沙
門
・
長
富
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

五
所
川

原
市

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
飯
詰

午
前
十
時
か
ら

七
月
二
日

正
午
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
三
好

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら

七
月
三
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
中
川

午
前
十
時
か
ら

七
月
四
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
長
橋

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
七
和

午
前
十
一
時
か
ら

七
月
八
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

十
和
田
お
い
ら
せ
農
業
協
同
組
合

三
本
木
事
業
所
四
号
倉
庫

十
和
田

市

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

七
月
九
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

七
月
十
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

七
月
十
一
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
か
ら

七
月
十
四
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

ご
し
ょ
が
わ
ら
市
農
業
協
同
組
合

栄
支
店

五
所
川

原
市

午
前
十
時
か
ら

七
月
十
五
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

〃松
島
支
店

午
前
十
時
か
ら

七
月
十
六
日

正
午
ま
で

五
所
川
原
市
役
所
一
般
駐
車
場
車

庫

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら

七
月
十
七
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら

七
月
十
八
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

七
月
二
十
二
日

午
後
二
時
ま
で

佐
井
村
漁
業
協
同
組
合
牛
滝
支
所

午
後
二
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

〃

福
浦
支
所

� �
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青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同

項
に
規
定
す
る
行
為
を
禁
止
す
る
区
域

(

以
下

｢

禁
止
区
域｣

と
い
う
。)

及
び
当
該
行
為
を
禁
止

す
る
物
件

(

以
下

｢

禁
止
物
件｣

と
い
う
。)

を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
し
、
平
成
十
八
年
四
月
十
四
日
青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

(

船
舶
の
放
置
等
を

禁
止
す
る
区
域
等
の
指
定)

は
、
平
成
二
十
年
五
月
十
四
日
限
り
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

港
湾
の
名
称
、
禁
止
区
域
及
び
禁
止
物
件

二

指
定
す
る
年
月
日

平
成
二
十
年
五
月
十
五
日

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十

年
四
月
十
四
日
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
下
北
地
域
県
民
局
地

域
整
備
部
及
び
大
間
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
五
日

大
間
港
港
湾
管
理
者

青

森

県

代
表
者

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村

申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大
間
平
一
七
の
一
八
〇
二
、
一
七
の
二
八
三
、
一
七
の
二
八
一
、

一
七
の
二
七
九
、
一
七
の
二
七
七
、
一
七
の
二
七
五
、
一
七
の
二
七
三
、
一
七
の
二
七
一
、
一

七
の
二
六
九
、
一
七
の
二
六
七
、
一
七
の
二
六
五
、
一
七
の
二
六
三
、
一
七
の
二
六
一
、
一
七

青 森 県 報平成20年４月25日 金曜日 第2925号 �

午
前
九
時
か
ら

七
月
二
十
三
日

午
前
九
時
三
十
分
ま
で

〃

長
後
出
張

所

佐
井
村

午
前
十
時
か
ら

〃

午
前
十
時
三
十
分
ま
で

〃

磯
谷
支
所

午
前
十
一
時
か
ら

〃

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

津
軽
海
峡
文
化
館

午
前
九
時
か
ら

七
月
二
十
四
日

午
前
十
時
ま
で

奥
戸
漁
業
協
同
組
合
水
産
物
保
管

倉
庫

(

浜
町)

大
間
町

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

〃

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

大
間
町
立
公
民
館

午
前
九
時
か
ら

七
月
二
十
五
日

午
前
十
時
ま
で

蛇
浦
漁
業
協
同
組
合
倉
庫

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

〃

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

易
国
間
漁
業
協
同
組
合
倉
庫

風
間
浦

村

港
湾
の
名
称

禁

止

区

域

禁
止
物
件

青
森
港

青
森
港
港
湾
区
域
及
び
青
森
都
市
計
画
臨
港
地
区
の
区
域

船
舶
及
び
自
動

車

八
戸
港

八
戸
港
港
湾
区
域
及
び
八
戸
都
市
計
画
臨
港
地
区
の
区
域

の
う
ち
、
漁
港
漁
場
整
備
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

三
十
七
号)

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
八
戸
漁
港
区
域
を
除
く

区
域

船
舶
及
び
自
動

車

大
湊
港

大
湊
港
港
湾
区
域
及
び
む
つ
都
市
計
画
臨
港
地
区
の
区
域

船
舶
及
び
自
動

車

� �



� �

の
二
五
九
、
一
七
の
二
五
七
、
一
七
の
一
七
六
九
の
地
先
公
有
水
面
及
び
五
一
番
地
に
接
す
る

公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑯
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
九
年
の
春
分

の
日
の
満
潮
位

(

Ｃ
・
Ｄ
・
Ｌ
＋
〇
・
八
一
〇
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
、
公
有
水
面
と
陸
地
と

の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

大
間
港
北
防
波
堤
灯
台

(

北
緯
四
一
度
三
二
分
一
二
秒
、
東
経
一
四
〇
度
五
四
分

一
八
秒)
か
ら
三
四
度
五
一
分
五
五
秒

六
七
四
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら

三
七
度
〇
四
分
一
七
秒

五
〇
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら

四
〇
度
三
二
分
〇
六
秒

六
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら

二
九
度
五
八
分
五
三
秒

二
一
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら

一
四
度
三
四
分
四
二
秒

二
八
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら

三
五
九
度
一
八
分
三
六
秒

六
一
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら

八
九
度
一
八
分
三
六
秒

七
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら

一
七
九
度
五
二
分
三
三
秒

一
〇
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら

一
七
一
度
三
一
分
二
七
秒

三
〇
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら

一
七
九
度
〇
〇
分
〇
〇
秒

一
八
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら

一
九
一
度
四
七
分
四
五
秒

二
九
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら

二
〇
八
度
四
三
分
三
〇
秒

三
一
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら

二
一
七
度
二
八
分
三
六
秒

一
六
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら

二
二
二
度
五
一
分
〇
三
秒

五
〇
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点

⑭
の
地
点
か
ら

二
二
〇
度
三
〇
分
一
八
秒

三
〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑯
の
地
点

⑮
の
地
点
か
ら

二
一
三
度
五
三
分
五
一
秒

二
〇
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

二
、
五
六
三
・
五
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大
間
平
一
七
の
一
七
九
六
、
一
七
の
一
八
〇
二
、
一
七
の
二
八

三
、
一
七
の
二
八
一
、
一
七
の
二
七
九
、
一
七
の
二
七
七
、
一
七
の
二
七
五
、
一
七
の
二
七
三
、

一
七
の
二
七
一
、
一
七
の
二
六
九
、
一
七
の
二
六
七
、
一
七
の
二
六
五
、
一
七
の
二
六
三
、
一

七
の
二
六
一
、
一
七
の
二
五
九
、
一
七
の
二
五
七
、
一
七
の
一
七
六
九
の
地
先
公
有
水
面
及
び

五
一
番
地
地
内

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
�
の
地
点
と
ワ○
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
区
域

�
の
地
点

大
間
港
北
防
波
堤
灯
台

(

北
緯
四
一
度
三
二
分
一
二
秒
、
東
経
一
四
〇
度
五
四
分

一
八
秒)

か
ら
二
五
度
二
三
分
三
一
秒

七
〇
〇
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら

三
七
度
〇
四
分
一
七
秒

一
〇
二
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら

三
五
九
度
一
八
分
三
八
秒

八
三
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら

八
九
度
一
七
分
五
一
秒

九
八
・
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら

一
七
九
度
五
六
分
〇
七
秒

四
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヘ○
の
地
点

�
の
地
点
か
ら

八
九
度
四
一
分
五
四
秒

五
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト○
の
地
点

ヘ○
の
地
点
か
ら

一
八
一
度
四
三
分
一
六
秒

六
六
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ○
の
地
点

ト○
の
地
点
か
ら

一
九
一
度
二
四
分
三
四
秒

三
六
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

リ○
の
地
点

チ○
の
地
点
か
ら

二
〇
九
度
五
八
分
五
三
秒

二
八
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヌ○
の
地
点

リ○
の
地
点
か
ら

二
二
〇
度
三
二
分
〇
六
秒

六
九
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ル○
の
地
点

ヌ○
の
地
点
か
ら

二
一
七
度
〇
四
分
一
七
秒

五
九
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヲ○
の
地
点

ル○
の
地
点
か
ら

三
〇
六
度
二
三
分
五
八
秒

八
九
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ワ○
の
地
点

ヲ○
の
地
点
か
ら

三
二
五
度
五
一
分
五
三
秒

五
〇
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

三
五
、
二
七
八
・
九
三
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

ふ
頭
用
地

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
売
り
さ
ば
き
場
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
関
根
川
原
八
五
の
二

青 森 県 報�����	
��� �� 第2925号�� �



� �

三
戸
自
動
車
協
会

二

変
更
内
容

１

変
更
前
の
住
所
及
び
売
り
さ
ば
き
場
所

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
八
日
町
一
〇

２

変
更
後
の
住
所
及
び
売
り
さ
ば
き
場
所

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
関
根
川
原
八
五
の
二

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
赤

沼
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
五
日

上
北
地
域
県
民
局
長

丸

井

幸

悦

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
姉
沼

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
年
四
月
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
五
日

上
北
地
域
県
民
局
長

丸

井

幸

悦

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

青
森
県
文
化
財
保
護
条
例

(

昭
和
五
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
三
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
に
掲
げ
る
も
の
を
県
天
然
記
念
物
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
五
日

青
森
県
教
育
委
員
会

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(

地
域
手
当)

等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
五
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(

地
域
手
当)

等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(

地
域
手
当)

の
一
部
改
正)

第
一
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(

地
域
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

別
表
中

を

｣
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃

東

明
彦

杉
山

敏
美

十
和
田
市
大
字
赤
沼
字
下
平
二
四
二
の
一
〇
六

〃

〃

字
向
川
原
八
四
の
五

平
成

��

･
�･
��就
任

��･

�･
�退
任

種

別

名

称

員
数

所

在

地

所
有
者

県
天
然
記

念
物

中
野
神
社
の
対
植
え
の

モ
ミ

一
対

黒
石
市
大
字
南
中
野
字
不
動

舘
二
六
番
地
三

中
野
神
社
境
内

中
野
神
社

� �

愛

知

県

名

古

屋

市

刈

谷

市

豊

田

市

三

級

地



� �
｢

に
改
め
る
。

｣

(

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(

調
整
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
十
八
年
三
月
三

十
一
日
公
布)
の
一
部
改
正)

第
二
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(

調
整
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
十
八
年
三

月
三
十
一
日
公
布)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

附
則
別
表
中

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(

地
域
手
当)

及
び
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(

調
整
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
平
成
十
八
年
三
月
三

十
一
日
公
布)

の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
四
日
か
ら
適
用
す
る
。
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愛

知

県

西

加

茂

郡

三

好

町

名

古

屋

市

刈

谷

市

豊

田

市

六

級

地

三

級

地

百
分
の
三

札

幌

市

多

賀

城

市

百
分
の
三

札

幌

市

多

賀

城

市

西

加

茂

郡

三

好

町



� �青 森 県 報平成20年４月25日 金曜日 第2925号 �� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


